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７－(１) 消防行政７.消 防

消防の充実

■消防防災拠点施設の整備

老朽化した消防庁舎を順次整備

中消防署西分署及び訓練施設の
整備に着手

■職員研修の充実
職員個々のスキルアップ、人的資源の有効活用を図るとともに、今後予想される社会情勢
の変化に柔軟かつ的確に対応していく人材を育成し、組織全体のボトムアップを図ります。
【派遣研修】
・学校研修・・・消防大学校、三重県消防学校
・資格取得・・・潜水士、第1種衛生管理者、予防技術検定、第1級陸上特殊無線技士等
・他機関研修・・・東京消防庁及び大阪市消防局等への実務研修、緊急自動車安全運転研修等
【部内研修】
・新規採用職員研修、初任科教育に係る所属研修、配属前研修、外部講師を招いての研修、
高度・特別救助隊員候補者育成研修、救助隊員候補者基礎研修、水難救助隊員候補者育成研修等

■消防音楽隊
津市消防音楽隊は、昭和５０年に発足し、
令和７年度に創立５０周年を迎えました。
令和元年度からは学生機能別団員と共に、
「市民の皆様と消防を結ぶ音の架け橋」とし
て活動しています。

市民の生命・身体・財産を災害から保護し、安全・安心に暮らせる県都を目指し、発生が危惧される
南海トラフ巨大地震や、複雑多様化する消防業務に的確に対応し、市民が安心して暮らせるまちづ
くりを目指します。
そのために、施設・資機材等の整備といったハード面のみならず、消防職員一人ひとりの能力（ソフ
ト面）の向上を図っていきます。

■資機材の整備

老朽化した車両等を更新し、消防力の維持
向上を図ります。
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【令和７年度予算 ９６,６８２千円】
・高規格救急自動車 1台
・水槽付消防ポンプ自動車 １台
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消防力の強化

７－(２) 消防団

■消防防災拠点施設の整備

・消防団施設等の整備
消防団施設等は、老朽化や機能不足の解消
を念頭に、地域の特性などを考慮して、統
合強化や施設の複合化等、計画的な整備に
取り組みます。

■消防車両・資機材の整備
・時代に即した形で更新し、消防力の維
持・向上に努めます。

■安否確認・伝達体制の強化
・大規模災害時の消防団員の安否確認や災害時の招集
など、情報伝達機器を活用して、有事即応体制の堅持
に努めます。

■団員研修
・消防団員の災害対応力や資質向上を図るため、教養、
訓練の充実や三重県消防学校等への研修派遣を推進
します。

発生が危惧される南海トラフ巨大地震や、大規模な風水害等に対応するための施設整備と消防団の組織
力向上に取り組みます。また、消防団員の安否確認・伝達体制を強化し、あらゆる災害に備えます。

■消防団の活性化
・インターネットをはじめ、各種メディアを活
用した消防団活動のＰＲを行い、若年層や女
性を中心に消防団への加入促進に取り組み
ます。
・学生機能別団員など、若年の団員を増員す
ることで、消防団の活性化を図ります。
・近年の救急出動件数増加の影響による救急
車現場到着時間の延伸傾向への対策、消防
団員数減少に対する新たな団員の確保、日
中における消防力の空洞化解消を図る目的
で、令和５年１１月１日に事業所機能別団員
（ＦＡＭ）を創設しました。
令和７年度は３事業所３０人の新規入団を
目指します。

■消防団の訓練
・地域特性や、昨今の災害の多様化を踏まえ、
災害現場で役立つ訓練を実施するため、訓
練内容の検討を進めます。

【令和６年度更新車両】

・ポンプ車
・積載車
・軽積載車
・軽広報車

【令和７年度更新車両】
・ポンプ車 ３台 （令和６年度繰越分）

車両部品の不足等のため、
ポンプ車３台、積載車１台の
更新を令和７年度へ繰り越
します。
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積載車

ポンプ車

１台

４台
３台
１台

【令和７年度更新予定】
・積載車 １台 （令和６年度繰越分）
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危険物施設の立入検査実施状況（過去５年間）

■火災による死者をゼロに！

令和7年6月1日現在、市内における住宅用

火災警報器の設置率は８６％
更なる住宅用火災警報器の設置率の向上と
設置が義務化されてから１０年以上が経過
することから適正な維持管理を促進します。

＜高齢者の防火対策＞

住宅火災で亡くなる人の

約７割が６５歳以上の高齢

者であることから高齢者世

帯への住宅防火対策を推進

します。

住宅防火の促進

７－(３) 予防体制

違反対象物の公表制度

スペシャリスト職員の育成

危険物施設に対する査察

■違反対象物を公表中
＜安心して建物を利用できるように！＞

利用者が火災の危険性に関する情報を入手

し、安心して建物を利用することができるよ

うに、重大な消防法令違反が認められる建

物を津市のホームページで公表しています。

■違反是正要員の養成

＜違反是正の推進＞

消防庁長官が定める予防技術資格者を養成し、立入検査及び違反是正

を推進します。

■火災調査要員の養成

＜火災原因の究明＞

火災調査要員を養成し、より的確に火災

原因を究明することにより今後の火災予

防に反映させます。

夜間に発生した市内の住宅火災

火災現場での原因調査

■危険物施設の事故を未然に防止するため
計画的な立入検査を実施

津市 公表 検 索

＜危険物施設における火災と流出事故をゼロに！＞

危険物施設（R７.4.1現在、8５６施設）の維持管理状況を検査し、
不備事項に関しては、早急に改善するよう指導しています。

住宅火災による死者数の推移（過去５年間）
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■先端技術を有する消防車両の配備
＜ＣＡＦＳ（圧縮空気泡消火装置）搭載消防車の配備＞
消火作業時の放水による水損を少なくするため、少量の水でも

効果的に消火できるCAFS搭載の消防車を導入しました。

＜大型水槽付消防ポンプ自動車の配備＞
震災等で消火栓が寸断した場合においても、

初動対応としての有効な放水量が確保できる

大型水槽・高性能ポンプを有する消防車を導入

しました。

【搭載した主な機能】

・大容量水槽（８ｔ） ・Ａ‐１級ポンプ

・高輝度照明器具 ・ネットワーク型散光式警光灯 など

消防水利の充実

７－(４) 消火・救助体制

防災・減災の普及啓発

救助体制の充実消火体制の充実

■災害時における自助・共助に係る技術普及
＜消防防災指導センターによる指導＞
自治会、自主防災協議会及び事業所

等で、各種訓練指導を実施しています。

・消火訓練

・震災対応訓練

・救急法

（心肺蘇生法、AEDの使い方） 等

■耐震性防火水槽の整備
＜大規模地震災害に備えた計画的な整備＞

耐震性防火水槽は、震度6弱の強振動にも耐える設計になっており、

貯水量40m3型、60m3型の地下式を中心に整備しています。

市内の消防水利の現況（R７.4.1現在）

■専門部隊の充実強化
＜高度救助隊の配置＞

高度救助隊は、南海トラフ地震などの大規模地震に対応するため、特

別な教育を受け体力的に優れた隊員及び特別な車両・資機材で構成した

隊として久居消防署に配置しています。また、中消防署に配置した特別

救助隊も、高度な救助資機材を駆使する救助隊として運用しています。

高度な救助資機材

・電磁波探査装置

・地中音響探知機

・画像探査機

・熱画像直視装置

・夜間用暗視装置

・地震警報器

救助概況

区 分 令和６年 令和5年 増減

出動件数 １８６ ２０９ ▲23

活動件数 １３１ １４１ ▲10

救助人員 119 140 ▲21

中消防署へ導入した大型水槽付消防ポンプ自動車

中消防署へ導入した救助工作車Ⅲ型

▲印は減を示す
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基準外

11 843

<236>(簡545) (簡545) (簡545) <236> <10> <226>

管内合計

合計

消　　火　　栓 防　　火　　水　　槽

小計 基準適合 基準外 小計

基準適合

100㎥
以上

40㎥～
100㎥
未満

20㎥～
40㎥
未満

水利区分

260
854

8,643 7,529 4,520 3,009 1,114
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７－(５) 大規模災害時における広域消防応援

緊急消防援助隊の継続的な強化

■広域的な消防応援体
＜三重県内及び全国の

消防本部から応援＞

市内で大規模な災害が発生し、津市の

消防力では対応が困難な場合は、三重県

内消防相互応援協定に基づき、県内の

消防本部が応援出動します。

また、県内の消防力でも対応が困難な

場合は、三重県知事を通じて総務省消防

庁に緊急消防援助隊の出動を依頼し、隣

接県の消防本部等が応援出動します。

市内で大規模災害発生時の消防応援体制

【緊急消防援助隊の主な出動事例】

消防広域応援のイメージ図

＜合同訓練による連携強化＞
大規模地震災害を想定し、実災害に

酷似した状況下で、他市消防本部等と

の合同訓練を実施することにより、他機

関との連携強化を図ります。

■緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練
＜近畿ブロック・中部ブロック合同訓練への積極的参加＞

東日本大震災

令和７年度実施 緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練の状況（奈良県）

緊急消防援助隊は、多数の都道府県大隊並びに自衛隊・警察等の他機関との連携強化を図
るため、毎年、全国の６ブロックで大規模訓練を実施しています。

令和７年度には、１０月２５日～２６日に奈良県橿原市で近畿ブロック合同訓練が、 １１月１５
日～１６日には、岐阜県高山市で中部ブロック合同訓練が開催されました。これらの訓練には
指揮隊、消防隊、救助隊、後方支援隊などが参加し人命救助訓練や後方支援活動訓練を実施
しました。

■緊急消防援助隊とは
＜阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ創設＞

緊急消防援助隊は、平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、

大規模災害等において被災した都道府県内の消防力では対応が困難な場合に、

国家的観点から人命救助活動等を効果的かつ迅速に実施できるよう、全国の消

防機関相互による援助体制を構築するため、平成７年６月に創設され、平成１５

年６月に消防組織法の改正により法制化されました。

◎平成23年3月 東日本大震災

○平成27年9月 関東・東北豪雨

○平成28年4月 熊本地震

○平成29年7月 九州北部豪雨

◎平成30年7月 平成30年7月豪雨

○令和2年7月 令和2年7月豪雨

○令和3年7月 令和3年7月1日からの大雨

◎令和6年1月 令和６年能登半島地震

〇令和6年9月 令和6年9月奥能登豪雨

〇令和7年2月、3月 大船渡、今治など各地で発生した林野火災

※「◎」は三重県大隊として、当消防本部も出動

能登半島地震

能登半島地震＜拠点機能形成車の配置＞
拠点機能形成車は、１００人規模での宿営が可能な資機材を積載した

消防応援活動を支える拠点を形成する車両です。また車両後部を拡幅して、

広さ約４０㎡の空間が確保でき、隊員の休憩所や指揮本部となります。

【車両の主な仕様】
〇全長： 約１２．０ｍ
〇全幅： 約 ２．５ｍ
〇全拡幅： 約４．５ｍ
〇全高： 約 ３．６ｍ
〇最大積載重量：４．６ｔ

【車両拡幅時の車内の様子】

【拠点機能形成車資機材】
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救急体制の充実

＜救急救命士の再教育＞
救急救命士の高度な知識と技能の維持・向上を図る目的で、三重中央医療セン
ターER内での病院実習を令和６年５月から開始しました。
病院実習は、救急救命士の再教育として位置づけられており、救急医の指導を
受けながら様々な症例を経験することで、知識や技術のレベルアップを図ります。
また、令和５年４月からは、三重大学医学部附属病院に開設された「三重大学病
院ハイブリッドワークステーション」へ救急救命士を派遣しています。
救急医療体制の要となる人材育成等を目的として、院内救命士制度を活用した
研修を実施しています。

計画的に救急救命士を養成するとともに、救急救命士の高度な知識、技能を向上させ、すべての救急事案で活
躍できるような体制を構築します。また、医療機関と研修や会議、事案の検証等を密接に行い、連携の充実を図
ります。そして、市民一人一人が応急手当に関する知識を習得し、安心して暮らせるまちづくりを推進します。

■救急業務高度化の推進

＜救急ボイストラの導入＞
外国人居住者等の増加が予想され、日本語のコミュニ

ケーションが困難な外国人傷病者への円滑な対応を目
的として、「救急ボイストラ」（救急隊員用多言語音声翻
訳アプリ）を令和元年７月に導入しました。

＜救命講習会の推進＞
傷病者の救命効果を高めるためには、バイスタンダー（その場に居合わ

せた人）によって行われる応急手当が重要であり、市民に対して救命講
習会を実施して、応急手当に関する正しい知識と技術の普及を図ります。

＜１２誘導心電図伝送システムの更新＞
１２誘導心電図伝送システムは、平成２９年８月から新

システムを導入しており、令和４年８月に更新しました。
新システムは、山間部などの電波圏外エリア軽減や、

データ管理の秘匿性（クラウド型）といった面においても、
従来と比べ、優れたシステムとなっており、救急現場か
ら直接医療機関へ安定した心電図を速やかに伝送する
ことが可能となりました。

＜より強固な救急体制へ＞
増加する救急需要への対応と職場環境の整備を図ることを目的として、平日の

日中時間帯、機動的に移動する救急隊M.O.A.（Ｍｏｖｅ Ｏｖｅｒ Ａｍｂｕｌａｎｃｅ）を
創設し、令和５年１２月から久居消防署を拠点として運用しています。
救急出動が多発した場合に、救急空白地域の発生を防ぎ、現場到着時間を約１０
分短縮するなど、大きな効果を得ているほか、救急救命士の定年引上げ職員や子
育て中の女性職員をM.O.A.専従隊員に指名することで、多様な働き方を実現し
ています。
また、今後も出動の増加が予想される救急需要対策として、機動的に移動する
救急隊を増やし、令和６年１２月１日から中消防署にM.O.A.Ⅱを配置して運用を
開始しています。

＜高規格救急自動車＞
車内で高度な救命処置ができる高規格救急
自動車を消防署に1７台配置し（予備用含む）、
市内で発生する救急事案に対応しています。
救急救命士による傷病者への静脈路確保や
高度な器具を用いた気道確保により救命率の
向上を図ります。

７－(６) 救急
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７－(７) 通信指令７.消 防

車載端末のＧＰＳ機能を使用し、車両位置情報を把握、災害地点から
直近の車両を出動させ、現場到着までのレスポンスタイムの短縮を図
ります。

①GPS機能

最新機種の昼夜兼用高感度・高倍率デジタルハイビジョンカメラを県
庁屋上に設置。災害対策本部へ映像伝送し、状況を確認するとともに、
早急な災害対応を図ります。

⑤災害対策用高所カメラ

Ｗｅｂ上で１１９番通報が可能、音声による１１９番通報が困難な方でも
位置情報、容態を把握し、迅速に緊急出動を行います。

③ＮＥＴ１１９

災害別119番受報状況 ※119番通報により覚知した件数のみを表示しており、実際の災害件数とは異なります。

１１９番通報時や災害現場において、日本語を話すことができな
い外国の方と円滑なコミュニケーションが図れます。

④多言語通訳

合計
（A＋B）

Ａ 災 害 通 報 Ｂ 非 災 害 通 報

火災 救急 救助
警 戒
調査等

火災等の
問合せ 間違い いたずら 応答なし

訓練
通報

試験
通報

その他

Ｒ6

総件数 25,479 124 17,851 186 482 1,969 1,407 126 598 867 1,084 785

携帯
電話

14,131 93 10,115 130 191 1,321 960 34 465 168 10 644

Ｒ5

総件数 26,155 14917,875 207 508 2,072 2,039 157 594 795 921 838

携帯
電話

14,541 114 9,771 156 190 1,413 1,539 62 481 159 2 654

通信指令体制の整備

■安全・安心を支える三重中央消防指令センター
１０月１日に津市、１１月５日に鈴鹿市、１２月３日に亀山市が消防指令セ
ンターの機能を三重中央消防指令センターへ切り替え、同時に各市の消
防職員が三重中央消防指令センターで指令業務の試験運用を開始しま
した。
三重中央消防指令センターでは、津市、鈴鹿市及び亀山市の３市合わ
せて約５１万人、年間4万件を超える様々な災害通報に対して、１１９番通
報を集約して受報するとともに、
災害情報を一元管理します。各
市の境界付近で発生した災害
に対し、管轄する消防署等の部
隊が、他の災害に出動中等で不
在の場合であっても、隣接する
消防署等から、部隊を応援出動
させることが可能になりました。

スマートフォンを活用した１１９番通報の際に、今起きている災
害現場の状況や傷病者の状態などの映像を消防指令センター
に伝送するシステムです。

②Ｌｉｖｅ１１９(映像通報システム）

■最新のシステムを整備

■消防通信指令業務の共同運用
消防通信指令業務の共同運用については、鈴鹿市及び亀山市と検討

を進めてきた結果、消防力の向上や高い費用対効果が見込まれること
などから、３市での共同運用に向けて、令和４年１０月２８日に３市長によ
る調印式を行い「津市、鈴鹿市及び亀山市消防通信指令事務協議会」を
設置しました。
現在、三重中央消防指令センターの試験運用を開始するとともに、令

和８年度の消防通信指令業務の本格的な共同運用開始に向け、所要の
事務を進めています。

整備スケジュール

R６・7 R8

整備工事 運用開始
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７－(８) 消防現場が生み出した新しい救急サービス
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●概 要 位置 美杉町下之川４１３４番地
事業区域面積 約４０ｈａ
埋立面積 約１．２ｈａ
埋立容量 約１８万㎥（約９万㎥×２槽）
埋立期間 令和３９年３月３１日まで
※第１期（約９万㎥）を平成２８年４月１日から供用

●事業費 約９３億円 第１期完成まで６５億円
財源 循環型社会形成推進交付金 １４億円

合併特例事業債 ４５億円
一般財源 ６億円

●処理対象物 津市リサイクルセンター で破砕・選別処理後、
資源化できなかったごみのうち、燃やせないもの
を埋立てする。（主に陶磁器類、ガラス・鏡類、
化粧品・消毒用のびんなどを細かく砕いたもの）

●事業経過 平成20年度 施設整備基本計画策定
平成21～24年度 環境ｱｾｽ、調査・測量・設計、

用地買収
平成25～27年度 第１期（約９万㎥）建設工事

環境ｱｾｽﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
平成28年度～ 第１期（約９万㎥）供用開始

環境ｱｾｽﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、第２期取組

８－(１)－① 津市一般廃棄物最終処分場８.環 境

●施設の特徴 周辺環境への影響に配慮した、安全・安心な施設
① 埋立槽を屋根で覆ったクローズド型

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製の埋立槽を屋根で覆い雨水の侵入
やごみの飛散を防ぐ。内側に遮水ｼｰﾄを敷設し、
漏水検知ｼｽﾃﾑで万一の漏水を監視。

② 埋立ごみを洗浄して早期安定化
ごみを洗浄してから埋め立て、埋め立て後は、
埋立地に散水を行う。

③ 使用した水は浄化処理して循環利用
洗浄や散水で使った水は浄化し、全て施設内で
循環利用し、施設外には一切放流しない。

■主な周辺整備
●主要地方道一志美杉線（矢頭）道路改良【三重県事業】

矢頭峠バイパス関係 L=1.9 ㎞ （うち矢頭トンネル L=1,637m）
事業費 36億円 〈 H27.8.17供用開始 〉
※市負担(22.5%) 8億円
（財源：県補0.3億、合併特例事業債7.2億、一般財源0.5億）

●（仮称）下之川バイパス道路整備
L=5.7 ㎞ 〈 H28.4.1、H28.5.21、R3.3.26一部供用開始 〉
事業費 62.4億円（H21～R5）
（財源：国交付金17.5億円、過疎対策事業債30.8億円、

一般財源14.1億円）
●下之川住民交流センター整備

木造平屋建、建築面積478.85㎡、会議室、温浴施設ほか
事業費 4.2億円 〈 H28.4.1供用開始 〉
（財源：国交付金0.4億円、過疎対策事業債3.1億円、

一般財源0.7億円）

矢頭トンネル

（国史跡）多気
北畠氏城館跡

(仮称)下之
川バイパス

矢頭峠
バイパス

君ケ野ダム

芸濃
河芸

安濃

美里

久居

津

香良洲
一志

白山

美杉

※隣接地に介護ｻｰﾋﾞｽ施設
診療所整備（民設民営）

下之川住民交流センター

津市一般廃棄物最終処分場
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平成28年度から平成30年度
施設解体工事及び公園整備実施
施設解体工事費 1億6,800万円
公園整備工事費 3,850万円

公園整備に向けた植栽等着手後、ガス
の発生が認められたため、一般開放を
見送り、早期安定化対策後に公園整備
を実施し、平成30年4月から一般開放
を実施。

８－(１)－② 津市白銀環境清掃センター跡地の活用８.環 境

津市白銀環境清掃センター跡地の状況
（安定化対策）

昭和48年の開設以来、43年間の長きにわたって、
津・安芸と久居・一志の11市町村のごみ 307万立米
を14. 9haに埋め立ててきました。ここまで長期間の
受け入れを可能にしたのは、何より地域の方々が２度
の埋め立て期間の延長にご同意くださったおかげにほ
かなりません。そのような津市白銀環境清掃センター
は、平成２８年３月３１日をもって閉鎖しました。
今後は、早期安定化対策や浸出水処理を継続的に実

施するなど、引き続き適正管理を実施していきます。
また、跡地の有効利用を図るため、第１期処分場につ
いては、公園整備を、第２期処分場については、メガ
ソーラー発電事業用地として貸し付けています。

早期安定化対策

一般的に最終処分場は、埋立終了後ガスが
出なくなったり、埋立地内の水（浸出水）
がきれいな状態となる（安定化）まで、数
十年かかります。その間、浸出水処理施設
をずっと稼働させ、浸出水を処理する必要
があります。

霧状酸化剤注入装置

早期に埋立地を安定化させるため、全国で
初めて本格的な霧状酸化剤注入装置を第１
期処分場に導入

霧状酸化剤注入装
置とは、過酸化水素
等の酸化剤を霧状に
して最終処分場内部
に直接注入し広範囲
に拡散させることに
より硫化水素、メタン
ガス等のガス処理や
埋立物等に付着した

第１期処分場の開放へ向けた整備着手
（平成２８年度～）

第２期処分場への一部導入開始
（平成２８年度～）

第１期処分場公園整備

津市白銀環境清掃センター跡地メガソーラー発電事業 有機性汚濁物質の分解、浸透水中のＣ
ＯＤ、ＢＯＤ濃度の早期低減化を実現
する早期安定化技術です。第２期処分場が安定化するまでの跡地の有効利用策として、

「津市白銀環境清掃センター跡地メガソーラー発電事業」
の用地として事業者へ貸し付け。
【事業概要】

事業者 いちごＥＣＯエナジー株式会社
（東京都千代田区）

発電能力 1,998kW パネル設置枚数 ９，９８４枚
事業着手 平成２９年７月（設置工事開始）
運転（発電）期間 ２０年間
令和６年度売電量 3,720,400kWh
地域貢献 環境教育等の取組のため売電収入の２％を市

に寄付。
令和６年度寄付金額 1,785,200円

第１期処分場

第２期処分場

覆
土
中

公園として開放
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８－(１)－③【市長コラム】ありがとう、白銀。お世話になります下之川。

自然公園

平成２８年４月１日号 広報津より
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●概 要
建設地場所 津市片田田中町地内
施設規模 全体施設能力89t/日
造成面積 約40,000㎡
処理の概要 ごみを資源化するため、破砕・選別・

圧縮梱包などの中間処理を行います。

地域の自然環境、生活環境に配慮したリサイクル施設とするとともに、市民がリサイクル・ごみ・
新エネルギー・自然などの環境について学習する場となる拠点施設を整備しました。

８－(２) リサイクルセンター

自然公園

リサイクルセンター工場棟
車庫棟

管理棟
(１階 事務所)
(２階 環境学習センター)

●事業費 ４８億円

財源内訳
循環型社会形成推進交付金 １４億円
合併特例事業債 ３０億円
一般財源 ４億円

２階環境学習センターは、３Ｒ
の啓発施設

ビジターセンター

自然区域ゾーンの入口に配置
し、自然環境学習の拠点施設

自然区域ゾーン

遊歩道や東屋を設置し、里山
を散策できます。

８.環 境
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令
和
6
年
5
月
1
日
か
ら
ご
み
の
排
出
方
法
が
変
わ
り
ま
す

①金属と不燃（燃やせないごみ）は同じ日に収集します。

金属
（月2回）

不燃
（月1回）

金属・不燃
（月2回） ※金属と不燃を同じ袋に

入れて排出することが
出来ます。

金属

危険ごみ

穴を空ける

そのまま ※5月1日からは、市内の全てのエコ・ステーション
でも回収を行います。

全て 危険ごみ

エコ・ステーションまたは津市リサイクルセンターへ搬入

※中身はなるべく使い切って下さい。

穴を空ける必要はありません。

※人が一人で持てる状態にして、市内のエコ・ステーションに搬入
（1日に一度土のう袋2袋程度【20kg以内】まで）して下さい。
3袋以上【20kgを超える】を一度に排出する場合は、津市リサイクルセ
ンターへ搬入して下さい。（重量によって、施設使用料がかかります。）

④ソファー、マットレスは大きさによって排出方法が変わります。

②スプレー缶は全て「危険ごみ」の日に排出して下さい。

③石、砂、土は家庭ごみ一時集積所に排出できません。

※自己搬入する場合は、自身で津市リサイクルセンターへ搬入して下さい。（重量によって、施設使用料がかかります。）

●スプリングなしの場合

1m以上のもの ⇒ 自己搬入

1m未満のもの ⇒ 可燃

●スプリングありの場合

3人掛けより大きいもの ⇒ 自己搬入

3人掛け以下のもの ⇒ 金属・不燃

●スプリングの有無に関わらず

ダブルサイズより大きいもの ⇒ 自己搬入

ダブルサイズ以下のもの ⇒ 金属・不燃

ただし、ウレタンマットレスなど、スプリ

ングが含まれておらず、

１ｍ未満に出来る場合は、「燃やせるご

み」の日に排出して下さい。

ソファーの排出方法

マットレスの排出方法

⑤木材、丸太・切り株は大きさによって排出方法が変わります。

○太さ[5cm未満]で長さ[1m未満] ⇒ 可燃

○太さ[5cm未満]で長さ[1m以上～3m未満] ⇒ 金属・不燃

○太さ[5cm以上～10cm未満]で長さ[1m未満] ⇒ 金属・不燃

○上記以外 ⇒ 津市リサイクルセンターへ自己搬入

※太さ[40cm以上]または長さ[3m以上]の物は搬入できません。

※分解・解体した木製家具を含む

※レンガやコンクリートブロックは不燃の日に排出できます。

（西部クリーンセンターを除く）

エコ・ステーション 搬入できる日時 受入品目

明神リサイクルストックヤード
（久居明神町２１０８番地１）

毎週水・土・日曜日 8:30～16:30
※12月29日～1月3日を除く

容プラ、他プラ、びん

芸濃エコ・ステーション
（芸濃町北神山１４５０番地）

毎週水・日曜日・12月29日・30日
9:00～16:30（12月30日は12:00まで）
※12月31日～1月3日を除く

金属（50cm角以内
のもの）、自転車
危険ごみ

一志とことめエコ・ステーション
（一志町田尻３４５番地１）

毎週土・日曜日・12月29日・30日
9:00～16:30（12月30日は12:00まで）
※12月31日～1月3日を除く

西部クリーンセンター
（片田田中町１３０４番地）

毎週月～金、日曜日・12月29日・30日
9:00～12:00、13:00～16:00
※祝・休日、12月31日～1月3日を除く

羽毛製品

河芸エコ・ステーション
（河芸町久知野３９２番地）

毎週火・木・土・日曜日・12月29日・30日
8:30～16:30（12月30日は12:00まで）
※12月31日～1月3日を除く

香良洲エコ・ステーション
（香良洲町３９５８番地９）

毎週月・火・木～日曜日・12月29日・30日
7:30～12:00、13:30～16:45
（12月30日は12:00まで）
※12月31日～1月3日を除く

新聞、雑誌・雑紙

ダンボール

飲料用紙パック

衣類・布類

ペットボトル

小型電子機器

①

石・砂・土
危険ごみ

②

①の品目 ②の品目
（5月1日～）

①の品目

①の品目 ②の品目
（5月1日～）

※不燃の受け入れはしません。

（ダウン率が50％以上のもの）

令和6年5月1日～

ソファー 1m未満 3人掛け以下 4人掛け以上

ス
プ
リ
ン
グ

無し 可燃

有り 金属・不燃

津市リサイクル
センターへ
持ち込み

マットレス 1m未満
ダブル

サイズ以下
クイーン
サイズ以上

ス
プ
リ
ン
グ

無し 可燃 津市リサイクル
センターへ
持ち込み有り 金属・不燃

長さ

1
m

3
m

太
さ

5c
m

10c
m

40c
m

可
燃

金
属
・

不
燃

金
属
・

不
燃

ご
み
一
時
集
積
所

へ
排
出
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん

津
市
リ
サ
イ
ク
ル

セ
ン
タ
ー
へ

持
ち
込
み

処
理
困
難
物

（ご
み
一
時
集
積
へ
排
出
・

処
理
施
設
へ
持
ち
込
み
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
）

８－(３)－① ごみ収集①
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８－(３)－② ごみ収集②
広報 津 平成28(2016)年3月1日号
「シロモチくんとゴーちゃんが語る津市政」より
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８－(４) ごみ分別アプリ配信スタート

スマートフォンやタブレット端末で利用できる
ごみ分別アプリを配信スタート！

ごみ出しで迷ったことありませんか？

・明日は何ごみの日だったかな？ ・次の資源ごみの日はいつ？
・週末のごみ出し、忘れそう・・・。 ・このごみは何ごみに分別すればいい？
・津市へ引っ越してきたけど、ごみ出しルールがよくわからない。
・台風が来てるけど、今日はごみ収集してるかな？
・Ｉ‘ｍ ｎｏｔ ｓｕｒｅ ｈｏｗ ｔｏ ｓｅｐａｒａｔｅ
ｔｈｅ ｇａｒｂａｇｅ． 日本でのごみの出し方がよく

わかりません。

ごみ分別アプリ「さんあーる」を使って簡単・手軽に解決！

スマートフォン等にアプリをダウンロード（無料）して、ごみの出し方等が簡単に確認できます

日本語を含め７か国語対応（英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語、ベトナム語）

○収集日カレンダー ○アラーム
○ごみ分別ガイド ○分別検索
○インフォメーション
○クイズゲーム など

令和元年９月１日から

・普及が進み、簡単・手軽に情報が入手できるスマートフォン等に
より、 ごみ分別情報等をお知らせ
・特に津市のごみ出しルール・マナーに馴染みの少ない方 （々学生、
単身赴任者、外国人など）へ効果的にお知らせ
・年末年始、台風など緊急時におけるごみ収集に関する情報等を
速やかにお知らせ

導入に要した経費

１９３千円
（内訳）初期導入手数料 ５４千円

サーバー使用料 １３９千円
※サーバー使用料は毎年度計上

ごみ分別アプリを導入し配信

アプリのダウンロードのしかた

アプリの
ダウンロード

各ストアより「さんあーる」
で検索し、ダウンロードして
ください
下記のＱＲコードからも
ダウンロード可能です

① 入手をタップして、「さんあーる」をダウンロードしてください。
※ 機種によっては、インストールと表記されます。

入手

①「入手」をタップする ②順次地域を選択する

②お住まいの地域を選択してください。
※一部の地域は設定の際に市へのお問い合わせが必要です。

ごみ分別アプリ「さんあーる」 のご活用を！

Ｌｅｔ’ｓ ｄｏｗｎｌｏａｄ ｔｈｅ ａｐｐ “ｔｈｒｅｅＲ” ｓｔａｒｔｉｎｇ ｏｎ Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ １ｓｔ．

日本語を含め７か国語で配信 （日本語以外の各言語のトップ画面）

【英語】 【スペイン語】 【ポルトガル語】 【中国語】 【韓国語】 【ベトナム語】

各種機能
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８－（５） 大型家具等ごみ出し支援事業

津市総合計画（第２次基本計画）

ごみの分別、ごみ出しに係る負担を軽減するための
支援、社会状況に対応したごみの収集体制の充実に
向けて取り組みます

①大型家具等のごみ出しの課題

介護を必要とされる方等のお困り事 地域懇談会などからの声

大型家具等を１ｍ程度に壊すことが困難

大型家具等をごみ一時集積所まで運ぶことが困難

介護を必要とされる方等を対象として、
ごみ出し支援を実施

②大型家具等ごみ出し支援事業の概要 平成30年4月から開始

月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時１５分

※祝・休日、年末年始を除く
受付日時

「要支援認定者、要介護認定者、障がい者又は７５歳以上の者」のみ

で構成される世帯
対象世帯

長さの１辺又は直径が１ｍ以上２ｍ以下の大型家具等

タンス、書棚、食器棚、鏡台、マットレス、マッサージチェアなど
対象品目

市職員が直接対象世帯宅まで無料で収集に行きます収集方法

無料費 用

③大型家具等ごみ出し支援事業の対象者

H30年４月以降、市民ニーズに応え対象者を順次拡大

要支援１・２の方を対象者に加える

④大型家具等のごみ出し支援の申込みから収集までの流れ

市民
（申込者）

環境政策課
又は各総合
支所地域振
興課へ電話
又は窓口で
申込み

市

対象者の
確認、対象
家具等の確

認

申込者と調整
し収集日時を

決定

市職員が申
込者の世帯
宅にて収集

「要介護１以上の者又は
障がい者」のみで構成
される世帯
※対象 約18,000世帯

「要支援１以上の者又
は障がい者」のみで構
成される世帯
※対象 約20,400世帯

受け付けから収集まで概ね１ヵ月以内

Ｈ30.10.１から

目標 心やすらぐ住みよいまちづくり
基本政策１ 環境にやさしい社会の形成 循環型社会の形成の推進

受け付け 収集日調整 収集予約申込み

７５歳以上の高齢者を対象者に加えるＲ１.７.９から

「要支援認定者、要介護認定者、
障がい者又は７５歳以上の者」の
みで構成される世帯
※対象 約２９，９００世帯

要支援１ 要支援１ 要支援１
要支援２ 要支援２ 要支援２

要介護１ 要介護１ 要介護１

要介護２ 要介護２ 要介護２

要介護３ 要介護３ 要介護３

要介護４ 要介護４ 要介護４

要介護５ 要介護５ 要介護５
身体障害者 身体障害者 身体障害者

精神障害者 精神障害者 精神障害者

知的障害者 知的障害者 知的障害者

介
護
認
定

障

が

い

者

高齢
者

７５歳以上の
高齢者

　
介
護
認
定

障

が

い

者

介
護
認
定

障

が

い

者

高齢
者

７５歳以上の
高齢者

高齢
者

７５歳以上の
高齢者

H30.4～ H30.10.1～ R1.7.9～
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８－（６）－① 津市ごみ出しサポート収集事業

市
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【令和６年８月以降】 津市ごみ出しサポート支援事業の対象を拡大

対象世帯の要件

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条に規定する
要介護認定の要介護２から５までの認定を受けている人

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）別表に規定す
る肢体不自由１級または２級、視覚障害１級または２級の人

または

要件②

要件③

要件②対象者
のみの世帯

拡大内容
（8/1～）

１ 介護認定を受けている方については、「要介護２以上」を対象に
２ 世帯に「こども（高校卒業までの児童）」が含まれていても対象に
３ ホームヘルパー未利用者でも、「ごみ出し困難な状況」があれば対象に

ごみ出し困難な
状況の人

または

要件②の対象者と
こども（高校卒業まで
の児童）のみの世帯

または

ホームヘルパー
利用者

単身者

または

８－(６)－② 津市ごみ出しサポート収集事業 対象を拡大

要件⓵

市内居住者で

ごみ出し困難な状況とは

１ ごみ一時集積所までの経路の状況 ３ 支援対象者の状況

① 自宅からごみ一時集積所までの距離が離れている
（１００ｍ程度以上）

② 幹線道路など、交通量の多い道を横断する必要がある
③ ごみ一時集積所までの経路の中に、階段や急こう配の
坂道がある

① ごみ一時集積所が車道にあり、
ごみ出しが危険である

② ごみ一時集積所の門扉の開閉
に負担がかかる

① ほぼ常時車いす利用や、病
気の特性から移動に負荷
がかかる

② 病気や妊娠等により、一時
的にごみ出しが困難である

２ ごみ一時集積所の状況

市職員の調査により、１～３のような状況があると見られる場合に「ごみ出し困難な状況」と判断
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令和５年１１月１日号 広報津より

８－(６)－③【市長コラム】ごみ出しが困難な方、
戸別収集をご利用ください
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再商品化計画に基づくその他プラスチックの再商品化を開始 ～分別収集量は全国1位～

再商品化計画に認定制度

令和４年４月１日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されたことに伴い、市町村では、「容器包装
プラスチック」以外のプラスチック（その他プラスチック）のリサイクル（再商品化）が努力義務となりました。
津市では、ごみ処理施設の能力等を踏まえ、その他プラスチックの再商品化を行うための計画「再商品化計画」を作成し、国か

ら認定される方法で再商品化を行うこととしました。

津市の再商品化計画の優位点

津市では、平成16年から「その他プラスチック」の分別収集を
開始していたため、他の自治体と比べて、排出方法が市民に定着
している。また、大きさやプラスチックの材質（ＰＰやＰＥのみ
等）の制限を設けている自治体もあるが、津市では、このような
制限を一切設けていないため、家庭から排出される、全てのその
他プラスチックの再商品化が可能。

再商品化計画に基づく「その他プラスチック」の分別収集見込み量ランキング（上位3自治体）

自治体
再商品化
計画開始日

分別収集
見込み量

人口（R6.4.1）
1人当たりの

分別収集見込み量

津市 R6.6.1 1,470t 269,669人 5.45kg/人

仙台市 R5.4.1 1,456t 1,092,708人 1.33kg/人

京都市 R6.4.26 891t 1,436,247人 0.62kg/人

８－(７)－① その他プラスチックのリサイクルを開始
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８－(７)－③【市長コラム】他プラリサイクル、始動
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自然環境の中で繰り返し起こる現象から取り出すエネルギーの総称。太陽光や風力などを利用した自然エネルギーと廃棄物の焼却熱利用・発電などのリサイクルエネルギー
に大別され、これらは資源が枯渇せず繰り返し使え、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素をほとんど排出しません。

■津市新エネルギー利用設備設置費補助制度（令和７年度当初予算1,500万円）
・交付対象

・補助実績（平成18～令和6年度合計） 交付件数4,863件、交付金額36,113万円 ※出力合計20,218kW、予想発電量約2,445万kWｈ（約5,900世帯/年間消費電力量）
■公共施設等への新エネルギー（太陽光発電）の率先的導入

・導入実績（平成18～令和6年度） 津リージョンプラザほか31施設 ※出力合計435.1kW、予想発電量約70万kWｈ（約170世帯/年間消費電力量）
■白銀環境清掃センター跡地メガソーラー発電事業 ※発電出力約2,000kW 予想発電量約320万kWｈ（約770世帯/年間消費電力量）

主な取り組み

～ 市域内における再生可能エネルギーの普及状況 ～

本市における再生可能エネルギーの原点
～ 風力発電 ～

●旧久居市において、青山高原に風力発電施設を
4基（出力合計3,000kW）建設（平成10年2月着工、
平成11年5月完成、平成24年7月に民間事業者に
売却）

●平成11年度に自治体として財団法人新エネルギー
財団の「新エネ大賞」を受賞

●その後の青山高原周辺への民間事業者
による事業参入を促進し、日本最大級の
風力発電施設群の礎となる

再生可能エネルギーとは・・・

出力合計：499,280kW（R7年3月末時点）

出力合計：24,310kW（R7年3月末時点）

出力合計：57,020kW（R7年3月末時点）

出力合計：338kW（R7年3月末時点）

※㈱青山高原ウインドファーム 8基/16,000kW
㈱シーテック 21基/41,000kW

※メガソーラー(2,000kW～)12件/183,455kW
産業用(10kW～2,000kW未満)4,357件/258,433kW
家庭用(10kW未満)12,153件/57,392kWが市内で稼働

25,000 
63,000 57,020 
338 338 

6,620 

238,500 

499,280 

1,990 

21,990 

24,310 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

H18年度末 H28年度末 R6年度末

バイオマス発電

太陽光発電

小水力発電

風力発電

（出力:kW）

※西部クリーンセンターでのごみ焼却による熱を利用した
発電（発電出力1,990kW）

※平成28年７月1日、ＪＦＥエンジニアリング㈱がバイオ
マス発電所を稼動（発電出力20,100kW）

風力、太陽光、小水力及び
バイオマス発電の発電出力
の実績

33,610kW
(約12,900世帯分)

580,948kW
(約272,100世帯分)

323,828kW
(約126,300世帯分)

※県事業（事業費の1/4を市が負担）により、農業用水を
活用した小水力発電施設を安濃ダムの河川放流口に整備
（平成28年4月10日から発電開始）

令和7年3月末時点で、津市の全世帯数（128,878世帯）の年間
消費電力の約2倍を発電 ※世帯数は令和7年3月31日現在

※平成28年度末時点で、年間発電能力が当時の津市の
全世帯数（124,002世帯）の年間消費電力を上回る

再生可能エネルギー設備導入量が

全国３位（R7.3、540.4MW）

※資源エネルギー庁発表資料より

８－(８) 再生可能エネルギー普及促進施策
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設備名 設置先 対象出力等 補助金額

個人住宅・共同住宅・事業所 5kW以上10kW未満 6万円

自治会集会所 10kW未満 21～70万円

小型風力発電 個人住宅・共同住宅・事業所・自治会集会所 200W以上 6万円

エネファーム 個人住宅・共同住宅・事業所・自治会集会所 （一社）燃料電池普及促進協会の指定する機器 6万円

定置型蓄電池 個人住宅・共同住宅・事業所・自治会集会所
国の補助金における対象設備

※　太陽光発電システムと同時設置の場合のみ対象
6万円

電気自動車等充給電設備
（V2Hシステム）

個人住宅・共同住宅・事業所・自治会集会所
国の補助金における対象設備

※　太陽光発電システムと同時設置の場合のみ対象
6万円

太陽光発電
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地域のバイオマスの原料生産から収集・運搬、
製造・利用までの経済性が確保された一貫シ
ステムを構築し、地域のバイオマスを活用し
た産業創出と地域循環型のエネルギーの強
化により、地域の特色を活かしたバイオマス
産業を軸とした環境にやさしく災害に強いま
ち・むらづくりを目指す地域

バイオマス産業都市とは 平成25年度から国の
関係７府省（内閣府・
総務省・文部科学省・
農林水産省・経済産業
省・国土交通省・環境
省）が共同でバイオマ
ス産業都市の構築を
推進

津市バイオマス
産業都市構想
を策定

平成２５年１１月
【平成25年12月】
バイオマス産業都市構
想に応募
【平成26年3月28日】
国から選定地域として
決定

バイオマス産業都市
に決定

津市バイオマス産業都市構想～全体概要図～ 将来プロジェクトの概要

バイオマス発電
プロジェクト

主として木質燃料を使
用する発電事業

食品系廃棄物等活用
プロジェクト

事業所系有機性汚泥や食品系
廃棄物のエネルギー化

木質バイオマスの固形
燃料化プロジェクト
間伐材等を原料とした

固形燃料化

汚泥の固形燃料化
プロジェクト

汚泥（下水・し尿）を原料とした
固形燃料化

原材料

加工品

【国】津市に立地した企業に対し、関係７府省が連携して事業化
を支援
【津市】平成26年度新規事業として「木質バイオマス利用促進事
業補助制度」を創設、企業進出に関する総合調整・課題解決等

事業化を支援

食品系廃棄物等活用
プロジェクト

津市とＪＦＥエンジニアリング㈱
平成26年9月22日付けでバイオマス産
業都市構築に関する包括連携協定を締結

バイオマス発電プロジェクト
進出企業決定

８－(９) 津市バイオマス産業都市構想
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８－(１０)－➀ 津市地域脱炭素推進事業➀

津市地域脱炭素宣言 ～我々は、具体的な脱炭素行動を実践・実行・実施していきます～

地球温暖化の影響とみられる気候変動によって、近年、甚大な自然災害が頻発し、私たちの生活や
社会経済活動に大きな影響を及ぼしています。このままでは、人間と地球上のすべての生命体が多く
のリスクにさらされます。２０１５年に合意されたパリ協定では、「産業革命前からの平均気温上昇
の幅を２度未満とし、１．５度に抑えるように努力する」との目標と、今世紀後半までに温室効果ガ
スの排出を実質ゼロにすることが必要であるとの認識が示され、世界全体がカーボンニュートラルに
取り組んでいます。
しかし、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）は、令和３年８月の第６次評価において、人

間活動の影響で地球が温暖化していることは「疑う余地がない」とした上で、現状の取組では、目標
の達成は極めて困難であることを示しました。気候危機を回避するためには、カーボンニュートラル
の取組をさらに加速させる必要があります。
私たちのまち津市は、緑あふれる山並み、恵みを育む清流や河川、南北に延びる美しい海岸線など

の豊かな自然と都市機能が共存する素晴らしいまちです。先人たちの叡智と努力によって築き上げら
れ、守られてきたこれらの環境は、私たちの大切な財産として、未来を担う次世代に、より良い状態
で確実に引き継いでいかなければなりません。
市域の約６割を占める森林が温室効果ガスの吸収に貢献し、市内の全消費電力量の５割以上を再生

可能エネルギーで賄える津市は、このポテンシャルを活かし、世界規模で喫緊の課題となっている地
球温暖化対策を地域の課題解決の機会とも捉え、地域の未来に責任を果たすべく、２０５０年までの
温室効果ガス排出実質ゼロの達成に挑みます。
我々は、資源循環、省エネルギー・蓄エネルギーの推進、再生可能エネルギーの普及、森林環境保

全等の地域脱炭素に資するあらゆる分野において、行動し続けることに共感する市民、事業者、団体
等のあらゆる主体とともに脱炭素行動を実践・実行・実施していくことで、脱炭素社会を実現してい
きます。

令和４年８月１９日
津市長 前 葉 泰 幸 233
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令和４年１０月１日号 広報津より

８－(10)－②【市長コラム】ペットボトルから始まる
ゼロカーボンアクション
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８－(１０)－③ 津市地域脱炭素推進事業②

地域脱炭素（２０５０年カーボンニュートラル）を実現するための取組

(1)環境に配慮した賢い選択と行動を最優先に考える価値観が波及、浸透する取組(Act Wisely)
(2)行政、事業者、団体、市民等のあらゆる主体が協力・連携する取組(Partnership)
(3)地球温暖化対策を地域課題の解決の機会と捉えた取組(Globally)
(4)本市が持つ地域ポテンシャルを活かした取組(Locally)
(5)持続的都市の発展や公共サービスの向上を目指した取組(Sustainability)

津市地域脱炭素宣言のもと、地域の未来に責任を果たすべく実践していきます。

地域脱炭素を推進するための行動

2022年 2050年2030年

【Ⅰ】 脱炭素に関する価値観の波及 地
域
脱
炭
素
社
会

・ 気候危機回避へ
貢献

・ 地域課題解決

・ 持続的都市の
発展

など

地域の未来へ
責任を果たします

津市域における
脱炭素行動を
実践・実行・実施

【Ⅱ】 行動の変容、連携・協力の創出

【Ⅲ】 脱炭素ムーブメントの伝播

脱炭素効果の増幅
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８－(１０)－④ 津市地域脱炭素推進事業③

２ 地域脱炭素推進プラットフォームの設置（令和５年３月３日～）
価値観を同じくする主体が集い、情報交換と共創を可能にするためのプラットフォームを市が設置

１ 連携・協力
▶カーボンニュートラルの実現に向けた取組の推進に関し、共に実践する主体とパートナーシッ
プを合意形成し、連携・協力体制を構築
▶連携・協力のパートナーを増やしていくことで、地域脱炭素の取組を増幅

３ その他
▶津市地域脱炭素推進会議の設置
・部長級職員で構成する会議により、庁内の推進体制を構築

▶地域脱炭素啓発事業
・地域脱炭素に資する取組等の情報提供や啓発物品の配布等による、市民の価値観の醸成
及び行動変容の促進

【Ⅰ】 脱炭素に関する価値観の波及

① 津市ホームページを活用した
情報発信
【プラットフォームポータルサイト】

② あらゆる主体との連携・協力
【２０５０カーボンニュートラル
ミーティング】

ローカルイノベーションの創出
※ ローカルイノベーションとは…

津地域の特色を生かした新しい技術・
仕組・サービス・連携・価値観などを
もたらす変革

236

８.環 境



T s u C i t y

８－(１０)－⑤ 津市地域脱炭素推進事業④

行動
取組区分

これまでの取組
（今後も継続）

新たに展開する取組

➀
省エネ・省資源

・資源循環、３Rの推進
・地産地消の推進
・グリーンカーテンの推進
など

・資源循環に関する新技術の活用
・エネルギーの地産地消の拡大
・ＺＥＨ（ネットゼロ・エネルギー・ハウス）
等の推進 など

②
再エネ導入

・新エネ補助事業による普及促進
・白銀跡地へのメガソーラー誘致
・バイオマス発電の推進
・西部焼却施設サーマルリサイクル
など

・環境に配慮した再エネ設備の導入促進
・蓄電設備の導入促進
・イノベーションにより社会実装される
再エネの活用
（水素、アンモニア、メタン） など

③
CO2吸収量増加

・森林の整備促進

・森林環境譲与税を活用した森林整備
・木材の利用促進
・炭素貯留を目的とした木造建築物の
建築促進
・事業所等から排出される温室効果ガスの

CCUS など

【Ⅱ】 行動の変容、連携・協力の創出

【Ⅲ】 脱炭素ムーブメントの伝播

脱炭素に関する価値観を共有する、あらゆる主体と連携・協力して、脱炭素行動を広げ、
脱炭素社会を実現していきます。

効率化

置換

吸収

啓発
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【Ⅳ】 カーボンニュートラルの実現に向けたパートナーシップ協定の締結状況①

#1 プラスチック資源循環の推進 #2 脱炭素経営の推進

#4 プラスチック資源循環の推進#3 羽毛製品リサイクルの推進

【協定締結日】
令和４年８月１９日

【協定締結日】
令和４年９月３０日

【協定締結日】
令和４年１１月１４日

【協定締結日】
令和５年１月１７日

【協定の内容】
ペットボトルの「ボトル to ボ
トルリサイクル（水平リサイク
ル）」の推進を通した循環型
社会の形成による二酸化炭
素排出量の削減

【協定の内容】
情報提供や事業者間の意見
交換の場づくりを通した市
内事業者の脱炭素経営の促
進

【協定の内容】
羽毛製品リサイクルの推進を
通した循環型社会の形成に
よる二酸化炭素排出量の削
減及び市域の社会福祉への
貢献

【協定の内容】
使用済みインクカートリッジ
のリユース・リサイクルの推
進を通した二酸化炭素排出
量の削減及び収益の一部を
地域福祉に還元

【協定締結先】
・協栄Ｊ＆Ｔ環境株式会社
・サントリー食品インターナショナル
株式会社
・サントリーホールディングス株式
会社

【協定締結先】
・株式会社百五銀行

【協定締結先】
・ジット株式会社

【協定締結先】
・河田フェザー株式会社
・社会福祉法人三重県共同募金会
津市共同募金委員会
・社会福祉法人津市社会福祉協議会
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【Ⅳ】 カーボンニュートラルの実現に向けたパートナーシップ協定の締結状況②

#5 森林の維持管理・保全及び活用の推進 #6 熱中症対策を通じた
カーボンニュートラルの実現

【協定締結日】
令和５年５月９日 【協定締結日】

令和５年５月２６日

【協定の内容】
・森林が持つ二酸化炭素吸
収源としての公益性の啓発
・森林整備の推進による二酸
化炭素吸収量の増加

【協定の内容】
市内の各団体及び本市職員
が、気候変動への適応策とな
る熱中症対策に関する正しい
知識を習得し普及することに
より、環境に配慮した賢い選
択と行動を波及浸透させる

【協定締結先】
・中勢森林組合 【協定締結先】

・大塚製薬株式会社
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#7 次世代自動車の活用及び普及促進

【協定締結日】
令和５年１０月１３日

【協定の内容】
次世代自動車の有益性を啓
発するとともに、津市域にお
ける次世代自動車の普及を
促進することによる二酸化
炭素排出量の削減

【協定締結先】
・三重トヨペット株式会社

#8 リユース活動の推進

【協定締結日】
令和５年１１月１日

【協定の内容】
津市と㈱ジモティーそれぞ
れが持つ資源や機能を活用
し、リユース活動の推進によ
る二酸化炭素排出量の削減
に寄与するとともに住民
サービスの向上及び環境負
荷の少ない循環型社会の形
成を推進

【協定締結先】
・株式会社ジモティー
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【Ⅳ】 カーボンニュートラルの実現に向けたパートナーシップ協定の締結状況③

#9 電気自動車及び再生可能エネルギーを活
用した持続可能なまちづくり

【協定締結日】
令和６年１月１６日

【協定の内容】
・市主催・共催の環境イベント
等における電気自動車の展
示
・災害時の避難所への電気
自動車貸出

【協定締結先】
・日産自動車株式会社
・三重日産自動車株式会社
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#10 再生可能エネルギーの普及促進

【協定締結日】
令和６年３月２７日

【協定の内容】
太陽光発電設備等共同購入
事業の実施による市域にお
ける再生可能エネルギー設
備の普及促進

【協定締結先】
・アイチューザー株式会社

#11 省エネルギー設備の普及促進

【協定締結日】
令和６年５月１７日

【協定の内容】
家庭用燃料電池システム（エ
ネファーム）による二酸化炭
素排出削減量からの環境価
値創出プロジェクトを通じた
市域の脱炭素化の推進

【協定締結先】
・東邦瓦斯株式会社

８－(１０)－⑧ 津市地域脱炭素推進事業⑦８.環 境

#12 市域におけるカーボンニュートラル社会
構築のための情報収集・共有及び発信

【協定締結日】
令和7年１月31日

【協定の内容】
市域においてカーボンニュー
トラル化に取り組む事業者
等への情報提供 等

【協定締結先】
・ＪＦＥエンジニアリング株式会社
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【Ⅳ】 カーボンニュートラルの実現に向けたパートナーシップ協定の締結状況④

#13 プラスチック資源循環の推進

【協定締結日】
令和７年３月１８日

【協定の内容】
再生プラスチックを使用した
給食食器の活用

【協定締結先】
・株式会社おぎそ
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#14 プラスチック資源循環の推進

【協定締結日】
令和７年３月２８日

【協定の内容】
・プラスチック使用製品を原
料とした循環型新素材の製
品化を実施
・プラスチック使用製品の再
資源化の推進に必要と認め
られる情報の収集及び共有、
広報活動等

【協定締結先】
・株式会社ＬＩＸＩＬ

８－(１０)－⑨ 津市地域脱炭素推進事業⑧８.環 境

#15 廃食油の再資源化

【協定締結日】
令和７年8月20日

【協定の内容】
津市の家庭から排出される
廃食油の回収及び再資源化
の実施
回収した廃食油は、持続可能
な航空燃料（SAF）の原料と
して活用

【協定締結先】
・ＥＮＥＯＳ株式会社
・有限会社中川油脂商店

#16 住民の行動変容の推進

【協定締結日】
令和７年１１月１８日

【協定の内容】
スマートフォン向けアプリケー
ションを活用した住民の行動
変容の推進

【協定締結先】
・株式会社スタジオスポビー


